
学費の公私間格差是正、『私学も無償に』、就学支援金制度の維持・拡充、 
 

 
 

 

 

 昨日(12/19)の日本経済新聞夕刊の一面で、「2020 年度からの就学支援金制度拡充の内容が報道されました。これで各県単独予算のうち国

がカバーする額が算出できます国制度拡充によって「浮く」自治体単独予算を年収590万円以上の世帯の拡充へ充てるよう、自治体当局への要

請を、全都道府県で強めましょう。 

 

 本年5月末に各都道府県へ、9月に全

中学生に配布されたリーフレット

「2020年4月から変わります 就学支

援金制度」において「私立高校平均授業

料を勘案した水準」と記されていた具体

的な額が、昨日の日本経済新聞夕刊の一

面で報道されました。 

 その内容は、年収 590 万円未満世帯

一律396,000円という事です。リーフ

どおり在校生も対象に実施するとされて

います。 

 

 

 今年度の私学助成運動の重点の一つが、

国の拡充により浮く自治体単独予算を自

治体独自の学費減免制度の拡充に使わせ

る事です。 

 夏のブロックキャラバンをはじめ対県

要請において「国の動きがわからないの

で」と逃げていた自治体も少なくありま

せんが、これで試算が立ちます。 

 どの自治体でも都道府県予算案の編成

期、知事査定期入っています。ただちに

「ネコババするな」「制度拡充を」「年収

590万円で学費の“崖”をつくるな」の

点で各自治体の「制度拡充案」をもって

都道府県への要請に入りましょう。 
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